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 埼玉県県土整備部では、受注者の円滑な施工体制の確保を図り、施工時期の平準化

を推進するため、令和７年１２月から一部の工事を対象に柔軟な工期設定（余裕期間

設定工事）の試行を開始したところです。 

 この度、更なる円滑な施工体制の確保や熱中症対策への支援強化を図るため、対象

工事の範囲を拡大します。 

 

１．余裕期間とは 

   余裕期間とは、契約締結日から工期始期（工事開始日）の前日までの期間を指し、

工事の円滑な施工体制の確保を図るため、事前に現場に搬入しない資材等の準備や労

働者の確保などを行うことができます。 

 

【参考】余裕期間設定工事のイメージ 

 

 

 

 

 

 

余裕期間 工事の実施に必要な期間（●●日間） 

余裕期間 

【発注時】 

【契約時】 工事の実施に必要な期間（●●日間） 

工期始期期限（発注者が設定） 
※ゼロ債務工事では原則４月１日 

契約(予定)日 

現場代理人 
及び 

技術者の 
設置不要 

工期始期 
（工事開始日） 

（※受注者の希望で設定） 

工期終期 
（工事完成期限） 

工期終期 

契約書に記載する工期 
コリンズに登録する工期 

技術者等従事期間 

コリンズ登録（10 営業日以内） 

契約保証期間 

120 日を超えない範囲 

前払金の請求（工期始期の 14 日前から） 

14 日前 

「余裕期間設定工事」に係る対象工事の拡充について 

（お知らせ） 
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２．対象とする工事（拡充） 

  埼玉県県土整備部が発注する工事のうち、次の各号に該当するものを対象とするこ

とができることとしています。余裕期間設定の有無については、公告文や特記仕様書

を確認してください。 

（１）１２月補正予算（ゼロ債務負担行為等）を活用した工事 

（２）施工時期が限定される工事（出水期に施工できない河川工事等）  

（３）熱中症リスクがある期間を余裕期間として設定することが可能な工事 

（４）その他、発注者が余裕期間の設定を必要と判断する工事 

 

 

３．余裕期間における現場代理人及び監理技術者等の取り扱い 

    余裕期間中は現場代理人及び監理技術者等の設置を要しません。ただし、コリンズ

の登録は、契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に配置予定の技術者等

で受注登録を行い、工期及び技術者情報の従事期間は、契約書に記載の工期としてく

ださい。 


